
LA276 Leading Cases in Civil Law 医師の注意義務
民法の判例から

ケース（１４）： い し医師のちゅうい注意 ぎ む義務（ゆ け つ輸血ばいどく梅毒事件）
【じじつ事実かんけい関係】
　原告 X は、被告 Y が

けいえい

経営する
びょういん

病 院で、
い し

医師A の
ちりょう

治療を受けていた。その治療で、X は
ゆ け つ

輸血を４回受けたが、最後に輸血された
けつえき

血液の
ていきょう

提 供
しゃ

者B が
ばいどく

梅毒 (Syphilis; ซฟิิลิส)に
かんせん

感染し

ていたため、X もこの病気に感染してしまった。B は
ばいけつ

売血で生活していたが、この病院に

売血に来たとき、B は
けつえき

血液
け ん さ

検査の
しょうめいしょ

証 明 書を医師 A に
て い じ

提示していた。それによると、B の

血液には問題がなかった。そこで、A は
くわ

詳しく検査せずに、B から
さいけつ

採血して、それを X に

輸血してしまったのである。梅毒に感染した X は、様々な
こういしょう

後遺症に
なや

悩ませれ、とうとう
か て い

家庭
せいかつ

生活も
は た ん

破綻して
り こ ん

離婚に
いた

至った。

　このため X は、「A が十分に B を検査していれば、梅毒に感染している事実を
はっけん

発見す

ることができたはずであり、それをしなかったことは、医師としての
ちゅうい

注意
ぎ む

義務に違反して

いる」と
しゅちょう

主 張して、医師 A の
し よ う し ゃ

使用者である Y に対して、
ちりょう

治療
ひ

費、
にゅういん

入 院
ひ

費、および
 い しゃ

慰謝
りょう

料 の
し は ら

支払いを
せいきゅう

請 求して、
そしょう

訴訟を
お

起こした。

　これに対して Y は、「B は、
けんこう

健康である
むね

旨の血液検査の証明書を提示していた。そうし

た場合には
つうじょう

通 常、医師は細かい検査を
しょうりゃく

省 略 して採血している。それが
いりょう

医療の
かんこう

慣行であ

る。したがって、そうした場合には、それ以上に詳しく検査する注意義務はない。A もそ

の慣行に従って行動したのだから、注意義務違反の責任はない」と反論した。しかし第一

審裁判所は、X の主張を認めて「A が
そうとう

相当の注意を払って検査していれば、B が梅毒に感

染している事実を発見できたはずである」と
はんだん

判断して、使用者 Y に損害賠償の支払いを命

じた。Y は
こ う そ

控訴したが、控訴審裁判所も、第一審裁判所の
はんけつ

判決を
し じ

支持した。このため、Y

は
じょうこく

上 告した。

【は ん し判旨】
　最高裁判所はまず、医師の注意義務の

きじゅん

基準について、次のような理由で、Y の主張を
しりぞ

退 けた。血液の提供者が健康である旨の証明書を提示した場合に、医師は詳しい検査を
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省略する慣行があることは、確かに事実である。しかし、そうした事実上の慣行によって、

医師の注意義務の内容が決まるわけではない。注意義務の内容は、事実の認識だけではな

く、裁判所の法的判断によって決定されるべきである。

　そして最高裁判所は、医師の注意義務の内容について、次のような判断を
しめ

示した。医師

は、
かんじゃ

患者の
せいめい

生命および健康を
まも

守る
じゅうよう

重 要な
ぎょうむ

業務に
じゅうじ

従事しているのであるから、
き け ん

危険
ぼ う し

防止の

ために、
つね

常に
か の う

可能な
かぎ

限り
さいぜん

最善の注意を払う義務を負っている。したがって、医師の慣行に

従って B の健康状態を十分に検査しなかったことは、医師の
こ う ど

高度の注意義務に違反してい

ると
い

言わざるを
え

得ない。こう判断して、最高裁判所は Y の上告を
ききゃく

棄却した。

【関連条文】
民法第 710条（ざいさん財産い が い以外の損害の賠償）⇄　มาตรา ๔  ๔๖  
　

た に ん

他人の
しんたい

身体、
じ ゆ う

自由
も

若しくは
め い よ

名誉を
しんがい

侵害した場合又は他人の
ざいさん

財産
けん

権を侵害した場合のいず

れであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対

しても、その賠償をしなければならない。

มาตรา ๔๔๖
ในกรณทีำ�ให้เข�เสียห�ยแก่ร่�งก�ยหรืออน�มัยก็ดี ในกรณทีำ�ใหเ้ข�เสียเสรีภ�พกด็ี ผ้้ต้องเสีย

ห�ยจะเรียกร้องเอ�ค่�สินไหมทดแทนเพื่อคว�มทีเ่สียห�ยอย่�งอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สทิธิเรียก
ร้องอันนีไ้ม่โอนกนัได้ และไม่ตกสืบไปถึงท�ย�ท เว้นแต่สทิธินัน้จะได้รับสภ�พกันไว้โดยสัญญ�หรือไดเ้ร่ิม
ฟ้องคดีต�มสทิธินัน้แล้ว

อนึ่งหญิงที่ต้องเสียห�ยเพร�ะผ้้ใดทำ�ผิดอ�ญ�เป็นทุรศีลธรรมแก่ตน ก็ย่อมมีสทิธิเรียกร้องทำ�นอง
เดียวกันนี ้

民法第 715条（しようしゃ使用者とう等の責任）⇄　มาตรา ๔๒๕  ,   ๔๒๖  
1 ある

じぎょう

事業のために他人を使用する者は、
ひ よ う し ゃ

被用者がその事業の
しっこう

執行について
だいさんしゃ

第三者に
くわ

加

えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の
せんにん

選任及びその事業の
かんとく

監督

について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったと
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http://openlegaltextbook.info/ThZHGB/current/bap2/438-448.html#matra_446
http://openlegaltextbook.info/ThZHGB/current/bap2/438-448.html#matra_446
http://openlegaltextbook.info/ThZHGB/current/bap2/420-437.html#matra_425
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きは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する
きゅうしょう

求 償
けん

権の
こ う し

行使を
さまた

妨げない。

มาตรา ๔๒๕
น�ยจ้�งต้องร่วมกันรับผดิกับลก้จ้�งในผลแห่งละเมิด ซึ่งล้กจ้�งไดก้ระทำ�ไปในท�งก�รที่จ้�งนัน้

มาตรา ๔๒๖
น�ยจ้�งซึ่งได้ใช้ค่�สินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภ�ยนอกเพื่อละเมิดอันลก้จ้�งได้ทำ�นัน้ ชอบที่จะได้

ชดใช้จ�กล้กจ้�งนัน้
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